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化学産業における地震災害のリスクマネジメント
*
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1.は じめに

化学プラントでは,多 種多様な化学物質を大量

に保有 し,扱 っている。化学プラントが地震に襲

われ,化 学物質が漏洩流出したりするようなこと

になれば,爆発,火 災,中 毒事故,あ るいは環境破

壊などの災害を招 くことが,可 能性 として考えら

れる。

これらの災害が発生 した場合に企業が受ける損

失には,人 的,動 的資産の損失,お よび生産停止

による損失が考えられ,被 害が第三者に及べば,

賠償責任による損失がこれらに加わる。社会的信

用を失えば,人 材確保やパブリックアクセプタン

スも困難となり,長 期にわたつて経営を苦 しめる

ことになる。化学産業においては,地 震災害のリ

スクマネジメントが,経 営の重要課題の一つとな

ってくる。

本稿では,始 めに地震災害のリスクマネジメン

トについて一般論を述べ,次 に破壊的地震に対す

る防災計画の基本的な考え方と耐震設計との関連

について述べ,最 後に,高 圧ガス設備の耐震設計

の現状についてふれることとしたい。
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2.地 震災害の リスクマネジメン ト

2,1 地 震災害のリスクマネジメント

(1)地 震災害のリスクの評価と軽減

企業が新たに事業を始めようとすると,経 営に

影響を及ぼす新たなリスクが生じてくる。このリ

スクを予測し,少 ない投資で大きな効果が得られ

るような対処の方法を考え,実 行に移すことを,

一般にリスクマネジメントと呼んでいる。

地震災害のリスクは,起 こりうる地震災害を想

定し,損 失額を見積るとともに,災 害の発生確率

を推算 し,両 者を掛け合わせることによつて評価

される。

また,地 震災害のリスクヘの対処の方法として

は,設 備の損傷頻度を低減するとともに,地 震災

害による損失を低減 し, リスクを軽減することを

考える。具体的には,事 故の未然防止と災害の局

限化であり,防 災計画を立てる中で考えていくこ

とになる。

リスクの軽減のため,工 場を地方に分散 したり,

保有エネルギー量を制限したり,代 替プロセスを

採用 したり,あ るいは活断層,人 口密集地,文 化

財から離れた場所を立地に選んだりしたとしても,

それぞれの環境において,防 災計画を立てること

は必要となる。

(2)設 計地震動の決定

防災計画を立てるとき,耐 震設計用にどんな大

きさの地震動 (大きさのほか,周 期特性などの意味も

含む)を 想定するかが問題 となる。小さな地震動

を想定していてはリスクは軽減されないし,あ ま

りに大きな地震動を想定 していてはコス トが嵩み,

経営が成 り立たなくなる。耐震設計への投資額と

残されたリスクとのオロが最小となるような大きさ

の地震動が,企 業にとって最適な設計用の地震動

だということができよう。しかし,地 震災害のリ
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図 1 プ ラントのライフサイクルと耐震安全性の向上

スクを定量的に評価 しようとすると,シ ミュレー

ションの範囲が自然科学の領域から社会科学の領

域にまで広がり,多 くの困難に直面する。

現実的には,実 際に起こりうる災害の規模を認

識 した上で,企 業経営の視点と社会的視点に立ち,

どの程度の頻度 (大きな地震ほど頻度は小さい)の

地震動であったら企業として諦めがつくか,あ る

いは社会的に許されるかを考え,そ の大きさを決

めることになろう。法規,指 針に設計地振動の大

きさが定められていれば,社 会的視″点に立ったと

きの客観的見方として, リスクマネジメントの考

え方の中にとりいれていくことになる。

2口2 ラ イフサイクルとリスクマネジメント

プラントを建設するにあたっては,地 震災害の

リスクマネジメントとして防災計画を立て,耐 震

設計を行うことになる。しかし, リスクマネジメ

ントは基本計画から設計建設の段階までで終るわ

けではない。プラント周辺の都市化が進んだり,

社会の価値観が変わったりしてくれば,地 震災害

のリスクは大きくなってくる。また,保 守点検を

怠っていれば,腐 蝕などによる劣化によって設備

の耐震信頼性は低下し,教 育 。訓練を怠っていれ

ば,マ ンマシーンシステムとしての保安防災シス

テムの耐震信頼性も低下 してくる。これらはとも

に地震災害のリスクを増大させる因子 となる。一
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方,プ ラントの耐震安全性を向上する新 しい技術

が生まれ,地 震災害の経験によって新たな知見が

得られれば,少 ない投資で地震災害のリスクを効

果的に軽減できるようになる。

地震災害のリスクマネジメントは,ラ イフサイ

クルに沿って,永 続的に実施されていくことが必

要であり,そ のリスクマネジメントを支援する法

規,指 針も,社 会,経 済の変化と技術の進歩とと

もに,永 続的に見直 しが行われ,弾 力的に運用さ

れていくものとなる (図1)。

3.防 災計画 と耐震設計

3日1 地 震時の保安防災の流れ

プラントが破壊的地震に襲われると,全 設備が

激しく振動 し,液 面は揺動する。また,埋 立地な

どでは液状化により,地 盤は変状する。海岸近 く

では,津 波に襲われることもある。そして,外 部

からの送電や,工 業用水の供給も停止する。こう

した外乱,環 境の中にあって,地 震時の保安防災

がどのように進行 していくのか,そ の概略の流れ

を図 2に 示す。同図には関連する設備,シ ステ

ムも流れに対比 して示 した。なかには,い くつか

のステップにまたがって機能するものもある。

地震が発生したら,ま ずは地震に対する構造安

化 学 工 学
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図 2 破 壊的地震時の外乱と保安防災の流れ
1)2)

全とプロセス安全の機能により,事 故を未然に防

止する。ここでいう地震に対する構造安全の機能

とは,構 造物が地震によって破壊されることなく,

内容物の漏洩が無いことをいう。また,同 じく地

震に対するプロセス安全の機能とは,地 震時およ

び地震後にあって,構 造物の破壊に至るような,

プロセス異常に基づ く温度,圧 力の異常上昇が無

く,か つ,適 切な処置をされないままに,内 容物

が外音悟に放出されてしまうようなことが無いこと

をいう。

もし,事 故を未然に防止することができず,内

容物が漏洩し始めたら,遮 蔽,述 断の手段により,

漏洩流出の拡大を阻止する。火災になれば,あ る

いはその危険性があれば,防 消火活動によって災

害の拡大を阻止 し,可 燃性,有 毒性ガスが大気中

に拡散する事態になれば,居 住地区に到達する前

に,保 安距離をもって危険限界濃度以下に十分に

希釈されることに期待する。保安距離は火災の幅

射熱を弱め,ま た,爆 風圧を減表させる役害Jも呆

たす,そ して,危 険が人命に及ぶと判断されたら,

速やかに避難誘導に移る。

漏洩する化学物質がガスか液体か,あ るいは可
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燃性か有毒性かによって具体的手段は変わってこ

ようし,事 故が同時に多発すれば流れは輻湊 して

こようが,保 安防災の概略の流れは基本的にはこ

のようなものとなろう。

保安防災の流れ自体は,地 震による事故の場合

も平時の事故の場合もそう大きくは変わらない。

しか し,根 本的に異なるのは,図 2の 上段に示

すような,保 安防災のための設備,シ ステムも同

時に地震の影響を受けており,そ うした影響下に

あつて,一 連の保安防災活動を進めていかなけれ

ばならない点にある。

3.2 保 安防災システムの耐震信頼性

(1)保安防災システム

保安防災には一つの流れがあり,そ の流れは人

の判断によってコントロールされる。また,保 安

防災のための多 くの設備,シ ステムは,必 要な

ユーテイリテイが供給され,人 の判断,操 作が入

ることによって,初 めて機能する。保安防災全体

のシステムは,一 つの大きなマンマシーンシステ

ムとして,図 3の ように表されよう。

(2)信頼性ブロック図

構造物,シ ステムの地震に対する信頼性は,耐



司 令 / 情 報 伝 達 の シ ス テ ム

ユーテ ィリテ ィー

事故の未然防止
のシステム

漏洩流出拡大阻止
のシステム

防消火による災害
拡大阻止のシステム

保安距離による
離隔のシステム

避難誘導
のシステム

供 給 の システ ム

1    事 故の末然防止のシステム

プロセス設備 安全 システム

防災システム

図 3 プ ラントの保安防災システム2)

図 4 保 安防災システムの耐震信頼性ブロック図
2)

震信頼性の信頼度 (以下,単 に信頼度という)の 尺

度をもって表せる。信頼度 1と いえば,あ る大

きさの地震が来たときに,破 壊 したり機能を喪失

した りする確率は 0%で あることを意味 し,信

頼度 0と いえば,同 じくその確率は 100%で あ

ることを意味する。

いま,事 故の未然防止のシステムのうち,構 造

安全による破壊漏洩防止の機能を負う設備をプロ

セス設備,そ して,プ ロセス安全による破壊漏洩

防止の機能を果たすシステムを安全システムと呼

ぶ。また,漏 洩流出拡大阻止から避難誘導までの

四つのサブシステムをまとめて防災システムと呼

び,そ の機能は,事 故が起きた後,最 終的に従業

員および地域住民の生命の安全を守ることにある

ものとする。保安防災の究極の目的は人命の保護

にあるとすれば,事 故の未然防止のシステムと,

この定義による防災システムのうちのいずれか一

方が機能を呆たせばよい。また,事 故の未然防止

のシステムが機能を果たすには,プ ロセス設備が

破壊されることなく,か つ,安 全システムが機能

を果たさなければならない。

ここで,図 3に おいて司令/情 報伝達のシス

テムとユーティリテイ供給のシステムの信頼度は

十分に高いものとすると,保 安防災システムの耐

震信頼性のブロック図は,図 4の ように表すこ
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とができる。

(3)信頼度の配分

保安防災システムとして,あ るレベルの,高 い

信頼度を確保 しようとするとき,プ ロセス設備,

安全システム,防 災システムの三者にバランスよ

く信頼度を配分できる場合には,そ れらに求める

べき信頼度は,そ の一段下のレベルのものでよい。

しかし,プ ロセス設備と安全システムのいずれか
一方でも信頼度が低い場合には防災システムに,

また,防 災システムの信頼度が低い場合にはプロ

セス設備と安全システムの両者に,保 安防災シス

テムとして確保 しようとするレベルと同等の高い

信頼度が求められることになる。

3.3 防 災計画と耐震設計

(1)防災計画

信頼度による説明から判るように,プ ロセス設

備と安全システムを耐震信頼性の高いものとし,

さらに耐震信頼性の高い防災システムによってバ

ックアップすることにより,保 安防災システムは
一段 と耐震信頼性の高いものとなる。防災計画は,

基本的にこの考え方に沿って立てられることにな

る。

破壊的地震に襲われたときに,従 業員および地

域住民の生命の安全を守るためには,防 災システ

ムは四つのサブシステムのうちいずれか,あ るい

化 学 工 学



はいくつかの組み合せによって機能を果たせばよ

いのであるが,地 震災害による損失の低減の観点

からは,で きるだけ早い段階で事故災害を局限化

することが望ましい。したがって, まずは耐震信

頼性の高い漏洩流出拡大阻止のシステムを考え,

火災に備えては耐震信頼性の高い防消火システム

を考えることになる。遮蔽などの手段による漏洩

流出拡大阻止が現実的に不可能な場合,一 部の拡

散を避けられない場合,あ るいは高い耐震信頼性

を確保することができない場合には,相 応の保安

距離をもって離隔することが必要となる。第三者

の協力を必要とする避難誘導は,時 間的猶予のこ

とも考慮に入れたうえで,最 後の手段 として考え

ることになる。

耐震信頼性の高い防災システムが実現困難な場

合には,事 故の未然防止のシステムの,プ ロセス

設備と安全システムに,完 全ともいえる耐震信頼

性が要求されることになる。

(2)耐震設計による耐震信頼性の付与

プロセス設備,安 全システム,防 災システムの

耐震信頼性は耐震設計によって付与される。プロ

セス設備の耐震設計については,高 圧ガス設備の

場合について次章で説明することとし, ここでは

個々の安全システム,防 災システムの耐震設計に

ついて述べる。

図 2の 上段に示 した個々の安全システム,防

災システムは,計 測制御系,動 力系,非 常用ユー

テイリテイ設備,機 器 ・配管系,支 持構造系など

をサブシステムとして構成されている。それらの

サブシステムのうちのいずれかが機能を喪失すれ

ば,安 全システム,防 災システムも機能を喪失す

る。また,そ れらのサブシステムも, より小さな

サブシステム,要 素から構成されており,そ れら

のうちの下つでも機能を喪失 したら,サ ブシステ

ムも機能を喪失する。つまり,個 々の安全システ

ム,防 災システムの耐震信頼性は,当 該システム

の末端にある様々な構成要素の耐震信頼性に依存

する。個々の安全システム,防 災システムの耐震

信頼性を確保するには,こ れらの構成要素一つ一

つについて,耐 震設計あるいは実証試験により,

耐震信頼性を付与していくことが必要になる。

破壊的地震時及び地震後にあって,機 能維持が

求め,られるシステムについては,こ うしたしらみ

つぶしの耐震設計が必用となる。計測制御系など

においては,計 器の誤動作にも注意を必要とする。

第60巻 第 7号 (1996)

4日 高圧ガス設備の耐震設計の現状

4口1 高 圧ガス設備の耐震設計

(1)弾 性設計と弾塑性設計

耐震設計には,弾 性範囲の応答を解析 し,基 本

的に塑性変形を許さない弾性設計と,塑 性範囲を

含めた応答を解析 し,限 度内の塑性変形を許容す

る弾塑性設計とがある。

弾性設計では,耐 震性の判定方法として,発 生

する応力が降伏点ベースの許容応力を越えないこ

とを確認する方法がとられるが,こ うした判定方

法による耐震設計法は一般に許容応力設計法と呼

ばれている。また,弾 塑性設計では,塑 性変形を

許容 した設計限界状態 (終局状態。例えば亀裂発生,

倒壊など)を 設定 したうえで,構 造物に入ってく

る地震のエネルギーの総量が,塑 性変形によるエ

ネルギー吸収能力を越えないことを確認する方法

がとられることが多い。このような判定方法によ

る耐震設計法は終局強度設計法と呼ばれている。

昭和 56年 に制定された通産省告示 515号
“
高

圧ガス設備等耐震設計基準
"(以

下,告 示 515号と

いう)は ,弾 性設計の考え方を基本に許容応力設

計法を採用 しているが,平 成 2年 に神奈川県で

制定された
“
高圧ガス施設等耐震設計基準

"は
,

弾塑性設計の考え方を基本に終局強度設計法を採

用 している。

終局強度設計法を確立するには,構 造物の破壊

モー ド (どこからどのように破壊していくかをいう。

構造に応じていくつかのモードが考えられる)を 確認

し,当 該破壊モー ドにおけるエネルギー吸収能力

を把握するための大規模な破壊実験を必要とする。

終局強度設計法は,昭 和 55年 改正の建築基準法

の二次設計 (破壊的地震に対する崩壊,倒 壊防止が目

的)に 採用されているものであるが,高 圧ガスに

係る塔,貯 槽などの構造物についても研究が進み,

実用化の段階にきたものといえよう。

(2)耐 震設計の流れと重要度分類

耐震設計の基本的流れを図 5に 示す。告示 515

号も,こ の流れに沿って具体的方法を定めている。

ここで,重 要度分類とは,地 震によって破壊さ

れた場合に予想される災害の規模に応 じて,設 備

をいくつかの重要度クラスにランク分けし,重 要

度の高いものほど耐震性を高め,地 震災害のリス

クが大きくなるのを押さえようという考え方であ

る。告示 515号 では重要度 Ia,I,H,IIIの 4ク
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図 5 耐 震設計の基本的流れ3)

ラスを設け,Iaと IIIでは設計地震動の大きさに

倍の差をつけている。

(3)二段階設計法

弾性設計が行われていれば,予 想を越える大き

さの地震に襲われたとしても,そ う簡単に破壊す

るものではない。では,実 際にどれだけの大きさ

の地震動まで破壊されずにすむのか,つ まり安全

でいられるのかというと,は っきりとしたことは

言えない。

そこで神奈川県は,発 生の切迫性が高い東海地

震,南 関東地震などの破壊的地震に備え,新 しく
“
高圧ガス施設等耐震設計基準

"を
制定 した。告

示 515号 の弾性設計用の地震動に対 して許容応

力設計法を適用 した後,限 界的な地震動に対 して

終局強度設計法を適用 し,破 壊には至らぬことを

確認 しようとするものである。限界的な地震動の

大きさは,期 せずして兵庫県南部地震の激震地区

におけるものにほぼ一致している (図6)。

4.2 兵 庫県南部地震の被害経験の反映

現在,告 示 515号 の適用対象は塔,貯 槽,お

よびこれらを支持する架構,基 礎までで,配 管,

計測制御系,防 災設備などの耐震設計については

事業所の自主的な判断に任されている。また,地

盤の液状化対策も明確にはされていない。

しかし,兵 庫県南部地震において,人 命に影響

を与えるような重大な災害には進展 しなかったも

のの, これらの設備に少なからぬ被害が発生した

ことから,基 準化,指 針化に向けた調査検討が進

められている。

また,兵 庫県南部地震の後に中央防災会議から

出された新 しい防災基本計画に,「供用期間中に
一

,二 度発生する一般的地震動に対 して,機 能に

重大な支障を生 じないこと。発生確率は極めて低

いが直下型 ・巨大海満型地震による高レベル地震

動に対 しては生命に重大な影響を与えないこと。」

との基本方針が示されたことから,神 奈川県にお

けるような,2段 階設計法を採用することについ

ても検討が進められている。

5,お わりに

兵庫県南部地震の後, リスクマネジメントある

いは危機管理 (クライシスマネジメント)と いう言

葉がよく聞かれるようになった。しかし,化 学産

業の場合には,地 震災害のリスクマネジメントに

おいて考慮すべき要素は, 自然科学から社会科学

までの広い領域にわたり, リスクの厳密な評価は

極めて難 しい。耐震設計 も,多 くの科学,工 学が

関係 し,一 企業が独自に標準を定めることは困難

である。このため,合 理的な耐震設計法が産官学

共同で研究され,基 準等にまとめられてきている。

これらは社会的視点に立ったときの災害防止を目

的としたものであるが,同 時に,企 業のリスクマ

ネジメントを支援するものでもある。基準の具体

的内容に触れることまではできなかったが,地 震

災害のリスクマネジメントと防災計画との,そ し

て防災計画と耐震設計との,そ れぞれの関連につ

いてご理解いただけたならば,幸 いである。
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